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○武雄市子どもの医療費の助成に関する条例施行規則 

平成２４年３月１５日 

規則第５号 

改正 平成２６年３月２５日規則第１１号 

平成２７年７月２３日規則第２７号 

平成２８年３月３１日規則第１０号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、武雄市子どもの医療費の助成に関する条例（平成２３年条例第１

７号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

（指定保険医療機関等） 

第２条 条例第２条第８号の規則で定める指定保険医療機関等は、県内の保険医療機関

等及び別表に定める県外の保険医療機関等とする。 

（受給資格の申請） 

第３条 条例第５条第１項の規定により受給資格の登録を受けようとする者は、子ども

の医療費受給資格登録申請書（様式第１号）を市長に提出しなければならない。 

２ 前項の申請の際には、条例第２条第５号に規定する社会保険各法による被保険者証

又は組合員証（以下「被保険者証等」という。）を提示しなければならない。 

（受給資格証の交付） 

第４条 市長は、条例第２条第２号に規定する第１号対象者の保護者から前条の規定に

よる申請があった場合は、その内容を審査し、条例第３条に規定する助成対象者であ

ると認めるときは、子どもの医療費受給資格証（様式第２号。以下「受給資格証」と

いう。）を当該保護者に交付するものとする。 

（受給資格証の返納） 

第５条 受給資格証の交付を受けた者は、受給資格を喪失したときは、子どもの医療費

受給資格証返納届（様式第３号）により市長に届け出るとともに、当該受給資格証を

返納しなければならない。ただし、助成期間終了による場合は、この限りでない。 

（受給資格証の再交付） 

第６条 受給資格証の交付を受けた者は、当該受給資格証を紛失し、又は汚損し、若し

くは破損したときは、子どもの医療費受給資格証再交付申請書（様式第４号）を市長

に提出し、受給資格証の再交付を受けなければならない。この場合において、受給資

格証の汚損又は破損による再交付を受けるときは、当該受給資格証を添付しなければ
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ならない。 

（受給資格の登録変更） 

第７条 受給資格証の交付を受けた者は、次に掲げる受給資格の登録内容に変更が生じ

たときは、子どもの医療費受給資格登録変更届（様式第５号）を市長に提出し、受給

資格証の変更交付を受けなければならない。 

（１） その者が監護する子ども（以下「受給者」という。）の住所、氏名、性別及

び生年月日 

（２） 受給者に係る被保険者証の記載事項 

（３） 前２号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項 

２ 前項の届出の際には、被保険者証等を提示しなければならない。 

（助成の申請） 

第８条 条例第６条第２項に規定する申請は、子どもの医療費助成申請書（様式第６号）

により行うものとする。 

２ 前項の申請の際、市長が必要であると認める場合は次の書類を添付しなければ

ならない。 

（１）保護者等の当該年度の課税の状況を証する書類。但し、４月～７月までの診

療月の助成申請の場合は前年度の課税の状況を証する書類とする。 

（助成金の給付） 

第９条 市長は、前条の規定に基づく申請書を受理したときは、速やかに内容を審査し、

申請者に助成金を給付するものとする。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、平成２４年４月１日から施行し、同日以後の医療費に係る医療費の助

成について適用する。 

（武雄市乳幼児の医療費の助成に関する条例施行規則の廃止） 

２ 武雄市乳幼児の医療費の助成に関する条例施行規則（平成１８年規則第８４号）は、

廃止する。 

（武雄市乳幼児の医療費の助成に関する条例施行規則の廃止に伴う経過措置） 

３ この規則の施行の日の前日までの医療に係る医療費の助成については、廃止前の武

雄市乳幼児の医療費の助成に関する条例施行規則の例による。 

附 則（平成２６年規則第１１号） 
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１ この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成２６年４月

１日から施行する。 

２ 改正後の武雄市子どもの医療費の支給に関する条例施行規則別表の規定は、平成２

６年４月１日以後の医療に係る医療費の助成について適用する。 

附 則（平成２７年規則第２７号） 

この規則は、平成２７年８月１日から施行する。 

附 則（平成２８年規則第１０号） 

この規則は、平成２８年４月１日から施行する。 

別表（第２条関係） 

保険医療機関等の名称 所在地 

久留米大学病院 福岡県久留米市旭町６７番地 

医療法人雪ノ聖母会 聖マリア病院 福岡県久留米市津福本町４２２番地 

福岡市立こども病院・感染症センター 福岡県福岡市中央区唐人町二丁目５番１号 

佐世保市立総合病院 長崎県佐世保市平瀬町９番地３ 

国家公務員共済組合連合会 佐世保共済

病院 

長崎県佐世保市島地町１０番１７号 
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様式第１号（第３条関係） 

様式第２号（第４条関係） 

様式第３号（第５条関係） 

様式第４号（第６条関係） 

様式第５号（第７条関係） 

様式第６号（第８条関係） 

 


